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はじめに 

 いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の

健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大

な危険を生じさせるおそれがあるものである。 

 戸田市は、これまでも、「いじめは絶対許さない」こととし、市、学校、家庭、地域が

連携していじめの防止と対策にあたってきた。 

 このたび、いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。）を

受けて、児童生徒の尊厳を保持する目的の下、市、学校、家庭、地域その他の関係機関

が連携し、いじめ問題の克服に向けて取り組むよう、法第１２条の規定に基づいて、い

じめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に

推進するために、「戸田市いじめ防止基本方針」を策定した。 

 

第１ いじめ防止等のための対策の基本的な姿勢 

１ いじめ防止等のための対策に関する基本理念 

  いじめ防止等のための対策は、いじめはどの学校にも、どの子供にも起きている

という基本認識の下、児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができ

るよう、学校の内外を問わず、いじめがなくなることを目指して行われなければな

らない。 

また、いじめ防止等のための対策は、いじめが、いじめを受けた児童生徒の心身

に深刻な影響を及ぼし、重大な状況も生み出す行為であることを、児童生徒が十分

理解できるよう行われなければならない。 

さらに、いじめ防止等のための対策は、いじめを受けた児童生徒の生命及び心身

を保護することが特に重要であることから、国、県、市、学校、家庭、地域その他

の関係機関の連携の下、いじめの問題の克服を目指して行われなければならない。 

 

２ いじめの定義 

  （１）法第２条に規定されているいじめの定義 

（定義） 

第２条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する

学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理

的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）

であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

                          【いじめ防止対策推進法】 

○ 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児

童生徒や、塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団（グ

ループ）の中の人的関係をいう。 

○ 「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠された

り、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。 
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○ いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に

相談することが必要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が

生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。 

 

具体的ないじめの様態 

       ・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことをいわれる 

        ・仲間はずれ、集団による無視をされる 

        ・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 

        ・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

        ・金品をたかられる 

        ・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

        ・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたりさせられたりする 

        ・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等 

 

  （２）いじめの認知に関する考え方 

（１）いじめは、社会性を身に付ける途上にある児童生徒が集団で活動する場合、

しばしば発生するものである。例えば、言い過ぎてしまい相手を傷付ける、自

分勝手な行動をとって周囲の反感を買うなど、子供たちは、成長の過程で様々

な失敗を経験するのであるが、その中には、いじめに該当するものもしばしば

含まれる。 

したがって、どの学校においても、一定数のいじめが認知されるのが自然 

である。 

（２）初期段階のいじめは、子供たちだけで解決に至ることも多々あり、大人が適

切に関わりながら自分たちで解決する力を身に付けさせることも大切である。

しかし、いじめは予期せぬ方向に推移し、自殺等の重大な事態に至ることもあ

ることから、初期段階のいじめであっても学校が組織として把握し（いじめの

認知）、見守り、必要に応じて指導し、解決につなげることが重要である。 

（３）世間の耳目を引くいじめ事案が発生した直後に認知件数が急増し、翌年度か

ら漸減する傾向があるが、このことは、いったんは事案を深刻に受け止めるも

のの、徐々に風化していくことを反映していると考えるべきである。この例に

限らず、いじめの認知件数が減少した場合に、対策が奏功したものと即断する

ことは禁物であり、減少の理由を十分考察する必要がある。 

（４）各学校においては、発生しているいじめを漏れなく認知した上で、その解消

に向けて取り組むことが重要である。そのため、文部科学省としては、いじめ

の認知件数が多い学校について、「いじめを初期段階のものも含めて積極的に

認知し、その解消に向けた取組のスタートラインに立っている」と極めて肯定

的に評価する。 

（中略） 
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   ○  個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にするこ

となく、いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要である。 

   ○  いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、法第２２条の「学校に

おけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。  

○ けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が生じている場合もある

ため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじ

めに該当するか否かを判断するものとする。 

○ いじめの有無やその多寡が問題なのではなく、極めて初期段階のいじめも含

めて積極的に認知し、組織的に対応することが重要であり、市教育委員会は適

切な対応をしていることを肯定的に評価するものとする。 

○ 法が定義するいじめに該当する場合であっても、その様態に応じて必ずしも

「いじめ」という言葉を使わずに指導をする等、柔軟な対応が可能である。た

だし、いじめには該当するため、他のいじめ事案と同様に取り扱う必要がある。 

 

３ いじめの理解 

嫌がらせ等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童生徒が入れ替わりながら

被害も加害も経験する。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返

されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、生命又は身体に重大な危険

が生まれることを十分に理解する必要がある。 

加えて、いじめの加害・被害という関係だけではなく、周りでいじめ行為をはや

し立てたり、おもしろがったりする者や、暗黙のうちに傍観している者等、いじめ

の構造的な人間関係にも注意を払う必要がある。 

さらに、いじめは大人から見えないところで行われていることが多いことから、

いじめが発見、認知されたときには、重大な事態に至っている場合があるというこ

とを理解した上で対処することが大切である。 

 

第２ いじめ防止等のための対策の基本的な取組 

 １ いじめの未然防止 

   根本的ないじめの問題の克服のためには、全ての児童生徒を対象としたいじめの

未然防止の観点に立った取組を充実させることが不可欠である。 

このため、道徳教育をはじめとする教育活動全体を通じて、生命や人権の尊重、

規範意識の醸成、自主性や協調性の育成など、児童生徒一人一人の豊かな心を育む

様々な活動を通して、いじめをしない、させない、許さない風土づくりに努めてい

く。また、いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、その改善を図り、スト

また、各教育委員会等は、学校や教職員の評価において、「積極的にいじめを

認知し、適切に対応すること」を肯定的に評価する必要がある。 

        【平成２７年８月１７日付け 文部科学省通知】 
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レスに適切に対処できる力を育む。これらの取組により、全ての児童生徒が安心で

き、自己有用感や充実感を感じられる生活ができる学校づくりを進めることが重要

である。 

加えて、いじめ問題への取組の重要性についての認識を広め、家庭、地域、その

他の関係機関と一体となって取組を推進するための普及啓発が必要である。 

 

 ２ いじめの早期発見 

   いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の第一歩であり、日頃から丁寧な児

童生徒理解に努め、些細な変化にも気づく力を高めていく必要がある。いじめは、

大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装って行われ

たりするなど、いじめと判断しにくい形で行われることを認識し、ささいな兆候で

あっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、

いじめを隠したり軽視したりすることなく、積極的にいじめを認知することが必要

である。 

   また、定期的なアンケート調査や教育相談の実施、電話相談窓口の周知等により、

児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整えるとともに、家庭、地域、その他の関係

機関と連携して児童生徒を見守っていくことが必要である。 

 

 ３ いじめへの対処 

   いじめがあることが確認された場合、学校は、いじめを受けた児童生徒やいじめ

を知らせてきた児童生徒の安全を最優先に確保し、いじめたとされる児童生徒や周

囲の児童生徒に対して事情を確認した上で、適切に指導を進める等、迅速かつ組織

的に対応を行う。加害児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨として、

教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。また、家庭や市教育委員会への連絡・

相談や、事案に応じ関係機関との連携を進める。 

   そのため、教職員は平素よりいじめを把握した場合の対処のあり方について、学

校いじめ防止基本方針（以下「学校基本方針」という。）を初めとして、市教育委員

会作成の「いじめ問題対応マニュアル」や県教育委員会作成の生徒指導ハンドブッ

ク「Ｎｅｗ Ｉ’ｓ」を通じて、理解を深めておく必要があり、さらに、学校におけ

る組織的な対応を可能とする体制の整備が必要である。 

 

４ いじめ解消の定義 

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消

している」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある。た

だし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘

案して判断するものとする。 

①いじめに係る行為が止んでいること 

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じ
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て行われるものを含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この

相当の期間とは、少なくとも３か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大

性からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわら

ず、学校の設置者又は学校対策委員会の判断により、より長期の期間を設定する

ものとする。学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童生

徒の様子を含め状況を注視し、定期的に声をかけ、期間が経過した段階で判断を

行う。行為が止んでいない場合は、改めて相当の期間を設定して状況を注視する。 

②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生

徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童

生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等に

より確認する。 

 

学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童生徒を徹底的に守り通

し、その安全・安心を確保する責任を有する。学校対策委員会においては、いじめ

が解消に至るまで組織的に対応し、被害児童生徒の支援を継続するため、支援内容、

情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、確実に実行する。 

また，いじめが「解消している」状態とは、あくまで、１つの段階に過ぎず、「解

消している」状態に至ったことをもって安心と考えてはならない。いじめが再発す

る可能性が十分にあり得ることを踏まえ、学校の教職員は、当該いじめの被害児童

生徒及び加害児童生徒については，継続的に注意深く観察する必要がある。 

 

 ５ 家庭や地域との連携 

   いじめは学校による指導だけでは解決しない社会問題である。社会全体で児童生

徒を見守り、健やかな成長を促すため、学校と家庭・地域が密接に連携する必要が

ある。ＰＴＡや学校応援団、民生委員や児童委員の取組を活用して、学校内外で児

童生徒が地域の人たちと接することにより、大勢の大人たちが見守っていることに

気づかせることが必要である。 

 

 ６ 関係機関との連携 

   いじめの問題への対応においては、加害児童生徒に対して必要な教育上の指導を

行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合

には、関係機関（警察、少年サポートセンター、南児童相談所、医療機関等）と適

切に連携を行う。そのために、平素から関係機関と情報を共有できる体制を構築す

るとともに、役割分担を明確にするのではなく、重なり合う部分への対応を充実す

る必要があることから、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、精

神保健福祉士や保健師、ケースワーカー等、実務に通じた専門職間のネットワーク

の連携を強化することが重要である。 
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第３ いじめ防止等のための対策の内容 

 １ いじめ防止等のための組織 

  （１）いじめ問題対策連絡協議会の設置 

     戸田市は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、戸田

市いじめ問題対策連絡協議会（以下「連絡協議会」という。）を設置する。 

この連絡協議会は、必要に応じて開催する会議体とする。 

     会議の内容は以下の通りである。 

     ① いじめ問題に関する施策の推進及び調整に関すること 

     ② 市内におけるいじめ問題の現状把握、分析等に関すること 

     ③ その他いじめ問題の解決に必要な事項に関すること 

 

  （２）いじめ問題調査委員会の設置 

     市教育委員会は、重大事態が発生した際に調査を行うため、法第１４条第３

項に基づき、条例の定めるところにより戸田市いじめ問題調査委員会を設置す

る。 

 

  （３）生徒指導支援センターの活用 

     市教育委員会は、法第１４条第３項に基づき、連絡協議会との円滑な連携の

下、市基本方針に基づくいじめの防止等のための対策を実効的に行うために、

生徒指導支援センターを活用する。 

 

２ 教育委員会が実施する施策 

  （１）基本的な方針 

      いじめ対応マニュアルを作成し、全学校へ配布する。全教職員がいじめに対

する理解と対処のあり方について理解するための指針とする。 

 

  （２）組織的な対応 

      生徒指導支援センターを開催し、市全体のいじめ防止の取組や、学校への支

援について協議し、人的・物的支援について検討する。 

     市生徒指導委員会及び学校警察連絡協議会を開催し、各学校や警察からの情

報提供により情報を共有し、学校間で連携していじめ防止に取り組んでいく。 

      こども家庭課、児童青少年課等の関係課との定期的な連携により、市長部局

とともにいじめ防止に取り組んでいく。 

 

  （３）未然防止に向けた定期的なアンケート 

     全中学校１年生を対象とした学校生活アンケートを６月に実施する。環境が

変わり、新たな仲間たちとの集団の中で、学習、生活、人間関係等において悩

みはないかを調査し、結果を基に、学校と市教育センター、さわやか相談室が
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連携して個別相談等に生かしていく。 

 

  （４）専門的な相談員等の配置 

     教育センターに教育相談指導員、教育心理相談員、スクールソーシャルワー

カー及び発達小児医師を配置し、専門的な相談体制を充実させる。 

各中学校にさわやか相談員１名とボランティア相談員２名を配置し、児童生

徒・保護者及び教職員が相談しやすい雰囲気の「さわやか相談室」を設置し、

校区内での相談体制を充実させる。 

     また、全小・中学校にスクールカウンセラーを配置し、より専門的な相談体

制を充実させる。 

     また、定期的にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどか

らなる専門家チームを学校に派遣し、学校訪問や会議への出席を行うとともに、

いじめ事案発生時には、状況に応じて専門的な見地から関わる。 

 

  （５）教職員の研修等 

     いじめ防止に係る教職員の資質向上を図る。子どもへの暴力防止や自殺予防

等の研修会を実施する。 

     また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等が、学校の巡

回相談を行うとともに、教職員のカウンセリングマインドの育成等について専

門的な見地から関わる。 

さらに、さわやか相談員と連携して、グループエンカウンターやロールプレ

イを取り入れた体験的なプログラムを実施し、児童生徒がいじめに対する対処

の仕方を学ぶ授業を行う。 

 

  （６）インターネットを通じて行われるいじめに対する対策 

     学校における情報モラル教育の取組の推進を図るとともに、リーフレットを

活用して SNSの利用に関する危険性の注意喚起を行い、児童生徒や家庭への啓

発を実施する。 

 

  （７）啓発活動 

     いじめ対応保護者向けリーフレットや児童生徒用いじめ防止リーフレット、

さらには、教師用いじめ等防止指導資料を作成・配布する。 

     また、戸田市中学校生徒会や戸田市小学校児童会による自発的な取組により、

市内全児童生徒にいじめ撲滅の意識の高揚を図る。 

    （「戸田市中学校いじめ撲滅宣言」や「戸田市小学校いじめのない楽しい学校宣

言」の遵守と推進） 
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（８）出席停止・就学校の指定変更・区域外就学 

   加害児童生徒の保護者に対して、学校教育法第３５条第１項の規定に基づき

当該児童生徒の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童生徒その他の児童生

徒が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずる。また、

出席停止の措置を行った場合には、出席停止の期間における学習への支援など

教育上必要な措置を講じ、当該児童生徒の立ち直りを支援する。 

   さらに、被害児童生徒又はその保護者が希望する場合には、就学校の指定の

変更や区域外就学等の弾力的な対応を検討する。 

 

（９）戸田市いじめ防止基本方針の見直し 

     より実効性の高い取組を実施するため、市基本方針が地域の実情に即して適

切に機能しているかを点検し、必要に応じて見直す。 

 

（10）学校におけるいじめの防止等の取組の点検・評価 

 いじめの実態把握の取組状況、学校における定期的なアンケート調査、事故

報告、個人面談の取組状況等を点検・評価し、学校いじめ防止基本方針（以下

「学校基本方針」という。）に基づいた対応がなされているかを随時確認し、必

要に応じて指導する。 

 

 ３ 学校が実施する施策 

  （１）学校いじめ防止基本方針 

（学校いじめ防止基本方針） 

第１３条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、

その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめ防止等のための対策に関する

基本的な方針を定めるものとする。 

        【いじめ防止対策推進法】 

     学校基本方針は、いじめの防止のための取組、早期発見・いじめ事案への対

処の在り方、教育相談体制、生徒指導体制、校内研修等いじめ防止の全体に係

る内容であることが必要である。また、国や県、市の基本方針やその動向を踏

まえつつ、各学校の実情に応じて適時・適切に見直す必要がある。 

    ○ 各年度の初めやいじめ撲滅強調月間などの複数の機会に、学校基本方針

の意義を確認させながら、全教職員に方針に基づく対応を確認させる。 

○  学校基本方針においては、いじめの防止等のための取組（いじめが起き

にくい・いじめを許さない環境づくりに係る取組、早期発見・事案対処の

マニュアルの実行、定期的・必要に応じたアンケート、個人面談・保護者

面談の実施、校内研修の実施等）に係る達成目標を設定し、年間を通して

どのように取組を実施するかを取組計画として具体的に定め、学校評価に

おいては目標の達成状況を評価する。 
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    ○  学校基本方針の策定・見直しの過程に児童生徒、保護者、関係機関等が

関わることができる仕組みを整える。 

    ○  学校基本方針は各学校のホームページへの掲載その他の方法により公開

するとともに、その内容を、入学時・各年度の初め等の複数の機会に児童

生徒、保護者、関係機関等に説明する。 

 

  （２）学校におけるいじめの防止等の対策のための組織の設置 

（学校におけるいじめの防止等の対策のための組織）  

第２２条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行

うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有す

る者その他の関係者により構成されるいじめの防止等のための組織を置くも

のとする。 

                    【いじめ防止対策推進法】 

     学校におけるいじめ防止、早期発見及び事案対処等に関する措置を実効的に

行うため、組織的な対応を行うための中核となる常設の組織を置くことが規定

された。この規定に基づき、各学校は、「学校いじめ問題等対策委員会」（以下

「学校対策委員会」という。）を設置する。 

     学校対策委員会の構成員は、校長、教頭、主幹教諭、教務主任、生徒指導主

任、各学年主任、教育相談部代表、養護教諭、さわやか相談員、学校評議員代

表、ＰＴＡ会長、臨床心理士等、学校の実情を踏まえて校長が定める。これに

加え、個々のいじめの未然防止・早期発見・事案対処に当たって関係の深い教

職員を追加するなど、柔軟な組織とすることが有効である。また、教育委員会

に配置しているスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等が定期

的に学校訪問や会議への出席を行うとともに、いじめ事案発生時には、状況に

応じて専門的な見地から関わることとする。さらに、必要に応じて、弁護士、

医師、警察官経験者など外部専門家等の参加により、より実効的ないじめ問題

への対応が図られるよう工夫する。 

 また、学校対策委員会を実効的に機能させるに当たっては、適切に外部専門

家の助言を得つつも機動的に運用できるよう、構成員全体の会議と日常的な関

係者の会議に役割分担しておくなど、学校の実情に応じて工夫する必要がある。

さらに、児童生徒及びその保護者が、学校対策委員会の存在やその取組につい

て認識できるよう、様々な機会を通じて周知する必要がある。 

 なお、法第２８条第１項に規定する重大事態について、学校が調査を行う場

合は、学校対策委員会を母体としつつ、当該事案の性質に応じて適切な専門家

を加えるなどの方法によって対応することも有効である。 

     学校対策委員会の具体的な役割は以下の通りである。 

    ○  いじめの未然防止・早期発見の取組を実効的に行う。 

    ○  いじめの疑いに関する情報や問題行動等に係る情報の収集と記録、共有、



10 
 

認知の判断、事案対処を行う。 

    ○  学校基本方針の点検・見直しを行う。 

    ○  いじめ防止に係る校内研修等の企画を行う。 

○  学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検

証・修正等、ＰＤＣＡサイクルの機能を推進させる。 

    ○  いじめの相談・通報の窓口としての役割を担う。 

 

  （３）いじめ事案における学校内の情報共有 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     各学校における情報共有のための具体的な体制や方法については、以下に示

す内容に留意しながら、学校の実情に合わせて行う。 

    ○ 学校として、いじめの情報共有の体制、方法及びそれらに基づく早期発見・

事案対処について、基本方針で定め、教職員に周知する。 

    ○ 教職員は、いじめの情報を学校対策委員会に報告・共有する義務があるこ

とを教職員に周知・徹底する。 

    ○ 市生徒指導委員会及び市教育委員会が検討、作成した記録様式を基に各教

職員がいじめの対応に係る記録（いつ、どこで、誰が、何を、どのように等）

を残し、学校対策委員会に共有する。 

 

  （４）学校におけるいじめ防止等に関する取組 

     各学校における具体的な取組については、以下に示す内容を参考に学校の実

情に合わせて計画し実行していく。 

① いじめの未然防止 

  ・考え、議論する道徳教育を中心とした教育活動全体を通して、いじめが重

大な人権侵害に当たり、決して許されないことを児童生徒に理解させる指

導の充実 

 ・児童生徒が主体的に参画するいじめの防止に向けた方策の議論や、実行す

る取組の推進 

（いじめに対する措置） 

第２３条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応

じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合に

おいて、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる

児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。 

２ 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児

童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係る

いじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を

当該学校の設置者に報告するものとする。 

    【いじめ防止対策推進法】 
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  ・学ぶ喜びを味わえる授業の充実と学力の向上 

     ・思いやりの心を育む教育 

     ・児童生徒等の特性に応じた適切な指導 

・望ましい人間関係の形成を目指した豊かな体験活動の推進（宿泊体験活動、

異学年交流等）  

     ・規範意識を高める児童生徒の自発的な取組 

     ・学校生活アンケートを実施し、その結果から、管理職のリーダーシップの

下、教育相談や個人面談を実施 

         ・インターネット等を介したいじめ防止に関する、情報モラル教育の充実・

徹底 

     ・人権尊重の意識を高める人権教育や相談施設の周知等 

          ・個々の児童生徒の障害の特性への教職員の理解促進 

     ・教職員、児童生徒、保護者等の外国人児童生徒等に対する理解の促進 

     ・性同一性障害や性的指向・性自認についての、教職員への正しい理解 

     ・被災児童生徒に対する心のケア 

 

    ② いじめの早期発見 

     ・児童生徒理解、信頼関係づくり 

     ・いじめに関するアンケートの実施 

     ・教育相談の実施 

     ・教職員の研修 

     ・何でも話せる相談窓口、相談機能の充実 

     ・外部相談機関との連携 

 

    ③ いじめ事案への対処 

     ・実態把握 

     ・被害児童生徒への支援 

     ・加害児童生徒への指導 

     ・保護者との連携 

     ・周囲の児童生徒への指導 

     ・教育委員会との連携 

     ・いじめ解消までの組織的な対応 

 

    ④ 家庭や地域との連携 

     ・ＰＴＡ家庭教育学級 

     ・各中学校区の地域の会 

     ・各地区との懇談会 
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    ⑤ 関係機関との連携 

     ・蕨警察署 

     ・南児童相談所 

     ・戸田市人権教育推進協議会 

 

  （５）児童生徒、家庭、地域、関係機関への周知 

    ○ 学校基本方針や学校対策委員会等について、児童生徒に周知し、加害行為

への抑止や被害児童生徒への安心感を与える。 

    ○ 学校におけるいじめ防止等の取組や事案対処について、連携を深め、理解、

協力を得るために、法や学校基本方針、学校対策委員会、いじめの定義やそ

の具体例等について家庭や地域、関係機関等に周知する。 

 

第４ 重大事態への対処 

 １ 重大事態とは 

   法第２８条第１項において、次のとおり重大事態について定めている。 

    「いじめにより」とは、各号に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生

徒に対して行われるいじめにあることを意味する。 

   また、第１号の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受け

る児童生徒の状況に着目して判断する。例えば、次のようなケースが想定される。 

○ 児童生徒が自殺を企図した場合  

第五章 重大事態への対処 

 （学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

第２８条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事        

態（以下「重大事態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生

の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に

組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関

係を明確にするための調査を行うものとする。 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被

害が生じた疑いがあると認めるとき。 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席すること

を余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

２ 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったとき

は、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に

係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。 

３ 第１項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、

同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及

び支援を行うものとする。 

            【いじめ防止対策推進法】 
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○ 身体に重大な傷害を負った場合 

○ 金品等に重大な損害を被った場合 

○ 精神性の疾患を発症した場合 等 

   第２号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安

とする。ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上

記目安にかかわらず、市教育委員会又は学校の判断により、迅速に調査に着手する

ことが必要である。 

   また、児童生徒や保護者から、いじめにより重大事態に至ったという申し立てが

あったときは、学校が把握していない極めて重要な情報である可能性があることか

ら、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言できないことに留意し、

重大事態が発生したものとして報告・調査等にあたる。 

 

 ２ 重大事態の発生と調査 

  （１）重大事態の報告 

     学校は、重大事態と思われる案件が発生したときには、直ちに市教育委員会

に報告し、市教育委員会は、これを市長に報告する。 

 

  （２）調査の趣旨及び調査主体 

     調査は、当該重大事態に対処するとともに同種の事態の発生の防止に資する

ために行う。学校からの報告を受けた市教育委員会は、その事案の調査を行う

主体やどのような調査組織とするかについて判断する。 

     学校が調査主体になる場合であっても、法第２８条第３項に基づき、市教育

委員会は、調査を実施する学校に対して必要な指導や適切な支援を行う。 

 

  （３）調査を行うための組織 

    ①学校が主体となる場合 

      各学校が設置している「いじめ問題対策委員会」を母体とし、学校評議員、

ＰＴＡ代表、教育センター心理相談員等の学校以外の委員を加え、公平性・中

立性の確保に努めた構成により組織する。 

    ②市教育委員会が主体となる場合 

     条例により設置した戸田市いじめ問題調査委員会をもって組織する。 

 

  （４）調査の実施に当たって 

     調査に当たっては、国が策定した「いじめの重大事態の調査に関するガイド

ライン」を参照しつつ、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ（い

つ頃から）、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事

情や児童生徒の人間関係はどうであったか、学校・教職員がどのように対応し

たかという事実関係を可能な限り網羅的に明確にする。その際、市教育委員会
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及び学校は調査組織に積極的に資料を提供するとともに、調査結果を重んじ、

主体的に再発防止に取り組むものとする。 

① 被害児童生徒から聴き取りが可能な場合 

        被害児童生徒や情報を提供した児童生徒を守ることを最優先とした調査

を行うことが必要である。 

調査による事実関係の確認とともに、加害児童生徒への指導を行い、いじ

め行為をやめさせる。 

また、被害児童生徒に対しては、事情や心情を聴取し、その状況に合わせ

た継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等を行う。 

② 被害児童生徒から聴き取りが不可能な場合 

       入院や死亡など、被害児童生徒からの聴き取りが不可能な場合は、被害児

童生徒の保護者の要望・意見を十分に聴き取り、迅速に当該保護者と今後の

調査について協議して調査に着手することが必要である。 

③ 自殺の背景調査における留意事項 

       被害児童生徒の自殺という事態が起こった場合の調査のあり方について

は、その後の自殺防止に資する観点から、自殺の背景調査を実施することが

必要である。 

         この調査においては、亡くなった被害児童生徒の尊厳を保持しつつ、その

死に至った経過を検証し再発防止策を講ずることを目指し、遺族の気持ちに

十分配慮しながら行うことが必要である。 

いじめがその原因として疑われる場合の背景調査については、法第２８条

第１項に定める調査に相当することとなり、その在り方については、以下の

事項に留意の上、国が策定した「子どもの自殺が起きたときの背景調査の指

針（改訂版）」を参考とするものとする。 

○ 背景調査に当たり、遺族が、当該児童生徒を最も身近に知り、また、背 

景調査について切実な心情を持つことを認識し、その要望・意見を十分に 

聴取するとともに、できる限りの配慮と説明を行う。 

○ 在校生及びその保護者に対しても、できる限りの配慮と説明を行う。 

○ 亡くなった児童生徒が置かれていた状況として、いじめの疑いがあるこ

とを踏まえ、市教育委員会又は学校は、遺族に対して主体的に、在校生へ

のアンケート調査や一斉聴き取り調査を含む詳しい調査の実施を提案す

る。 

○ 詳しい調査を行うに当たり、市教育委員会又は学校は、遺族に対して、

調査の目的・目標、調査を行う組織の構成等、調査の概ねの期間や方法、

入手した資料の取扱い、遺族に対する説明の在り方や調査結果の公表に関

する方針などについて、できる限り遺族と合意しておくことが必要である。 

○ 調査を行う組織については、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福

祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等
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の専門的知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直

接の人間関係又は特別の利害関係を有する者ではない者（第三者）につい

て、職能団体や大学、学会からの推薦等により、参加を図ることにより、

当該調査の公平性・中立性を確保するよう努める。 

○ 背景調査においては、自殺が起きた後の時間の経過等に伴う制約の下で、

できる限り、偏りのない資料や情報を多く収集し、それらの信頼性の吟味

を含めて、客観的に、特定の資料や情報にのみ依拠することなく総合的に

分析評価を行うよう努める。 

○ 客観的な事実関係の調査を迅速に進めることが必要であり、それらの事

実の影響についての分析評価については、専門的知識及び経験を有する者

の援助を求めることが必要であることに留意する。 

○ 学校が行う調査については、当該学校の設置者は、情報の提供について

必要な指導及び支援を行うこととされており、市教育委員会の適切な対応

が求められる。 

○ 情報の発信・報道対応については、プライバシーへの配慮の上、正確で

一貫した情報提供が必要であり、初期の段階で情報がないからといって、

トラブルや不適切な対応がなかったと決めつけたり、断片的な情報で誤解

を与えたりすることがないよう留意する。 

  なお、亡くなった児童生徒の尊厳の保持や子どもの自殺は連鎖（後追い）

の可能性があることを踏まえ、報道の在り方に特別の注意が必要であり、

ＷＨＯ（世界保健機関）による自殺報道への提言を参考にする必要がある｡ 

 

   （５）その他の留意事項   

事案の重大性を踏まえ、市教育委員会は、学校と連携の上、義務教育段階 

の児童生徒に関して、出席停止措置の活用や、被害児童生徒又はその保護者 

が希望する場合には、就学校の指定の変更や区域外就学等、被害児童生徒の 

支援のため弾力的な対応を検討する必要がある。 

      さらに、市教育委員会及び学校は、児童生徒や保護者への心のケアと落ち

着いた学校生活を取り戻すための支援に努めるとともに、一貫した情報発信、

個人のプライバシーへの配慮に留意する必要がある。 

 

３ 調査結果の提供及び報告 

 （１）被害児童生徒及びその保護者への適切な情報の提供 

     市教育委員会又は学校は、被害児童生徒やその保護者に対して、調査によっ

て明らかになった事実関係や再発防止策について適時・適切な方法で説明を行う。

これらの情報提供にあたっては、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するな

ど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。 
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 （２）調査結果の報告 

    調査結果については、市教育委員会より市長に報告する。 

    なお、（１）の説明結果を踏まえて、被害児童生徒又はその保護者が希望する

場合は、被害児童生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提出を受け、調

査結果の報告に添えて、市長に提出するものとする。 

 

 ４ 調査結果の報告を受けた市長による再調査及び措置 

  （１）再調査 

     上記３（２）の報告を受けた市長は、当該報告に係る重大事態への対処又は

当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため、必要があると認めるときは、

法第２８条第１項の規定による調査の結果について調査（以下「再調査」とい

う）を行う。再調査についても、市教育委員会等による調査同様、再調査の主

体は、被害児童生徒及びその保護者に対して、情報を適切に提供する責任があ

るものと認識し、適時・適切な方法で、調査の進捗状況等及び調査結果を説明

する。 

     なお、地方公共団体の長による再調査は、以下等のような場合に行う必要が

ある。 

①調査等により、調査時には知り得なかった新しい重要な事実が判明した場

合又は新しい重要な事実が判明したものの十分な調査が尽くされていない

場合 

②事前に被害児童生徒及びその保護者と確認した調査事項について、十分な

調査が尽くされていない場合 

③市教育委員会及び学校の対応について十分な調査が尽くされていない場合 

④調査委員の人選の公平性・中立性について疑義がある場合 

※ただし、上記①～④の場合に、市教育委員会又は学校による重大事態の調

査（当初の調査）の主体において、追加調査や構成員を変更した上での調

査を行うことも考えられる。 

 

  （２）再調査を行う機関 

     再調査を実施する機関については、当該調査の公平性・中立性を図るため、

当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係や特別の利害関係を有しない者で組

織する。 

 

  （３）再調査の結果を踏まえた措置等 

     市教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当

該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止の

ために、当該学校へ指導主事の派遣による重点的な支援、心理や福祉の専門家、

教員経験者、警察官経験者など外部専門家の配置等の支援を行う。 
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     また、再調査を行ったとき、市長はその結果を議会に報告する。内容につい

ては、個々の事案の内容に応じ適切に設定し、個人のプライバシーに対しては

必要な配慮を確保する。 


